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   スポーツ部 スポーツ政策課 

 

高城運動公園野球場外１０施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 高城運動公園野球場外１０施設指定管理者については、次のとおり候補となる団体

を公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和７年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

ＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブ 

 （２）代表者名 

 理事長 星原 透 

 （３）所在地 

都城市高城町穂満坊２４９２番地  

 （４）設立年月日 

平成１９年２月２８日（平成２２年１０月２９日ＮＰＯ法人格取得） 

 （５）従業員数 

    ２６名 

 （６）業務内容 

①各種スポーツ教室、スポーツサークルに関する事業 

    ②各種スポーツ大会、スポーツイベントに関する事業 

    ③各種スポーツ研修会、講習会の開催事業 

    ④スポーツ指導者の育成、派遣事業 

    ⑤スポーツ及び健康増進活動の企画、運営受託事業 

    ⑥主にスポーツに関する情報収集及び提供 

    ⑦公共スポーツ施設の管理委託業務 

    ⑧学術、文化、芸術の振興を図るための事業 

    ⑨その他、本法人の目的達成のために必要な事業 

 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（３年間） 
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３ 施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

 

 （２）業務概要 

①施設の運営に関すること 

②施設の維持管理に関すること 

③施設の安全管理に関すること 

④報告業務 

 

４ 事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

 

施設名及び所在地 施設規模等 

高城運動公園 野球場 １２，０００㎡ 

（都城市高城町穂満坊２４９２番地）  両翼９２ｍ 

中堅１２０ｍ 

 多目的広場 ２５，０００㎡ 

  サッカー２面 

 庭球場 ３，０５７㎡ 

  人工芝４面 

 サブグラウン

ド 

８，４００㎡ 

 体育館 ３，０４３㎡ 
  バレーボール３面 

バスケットボール２面 

バドミントン８面 

 弓道場 ３２３㎡ 

  ６人立ち 

 屋内競技場 ４，８９７㎡ 

  フットサル２面 

 クラブハウス ２９８㎡ 

都城市高城勤労青少年ホーム 

（都城市高城町桜木１９６２番地） 

体育館 １，６３６㎡ 

講義室、談話室、和室、音楽室、調理室 

都城市石山体育センター 

（都城市高城町石山１１０９番地３） 

体育館 ９００㎡ 

都城市高城農村環境改善センター 

（都城市高城町有水２９８６番地１） 

体育館 １，８４０㎡ 

情報コーナー、研修室、和室、談話室、

生活改善室 
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５ 選定結果の概要 

 （１）公募の状況 

   ①申請団体数 

    １団体 

   ②指定管理者候補者選定までの経過 

    令和７年５月２８日         第１回選定委員会開催 

令和７年６月１０日～        募集（広報都城６月号、 

令和７年７月１８日         市ホームページへの掲載）、 

申請書類受付 

    令和７年９月２９日         第２回選定委員会開催、 

書類審査・面接審査 

    令和７年１０月３日         選定結果報告 

 

（２）都城市指定管理者候補者選定委員会委員構成 

     委員構成 人数 

有識者 

学識経験者      １人 

中小企業診断士      １人 

行政書士      １人 

社会保険労務士      １人 

施設利用者代表      １人 

市課長職      ２人 

 

 （３）選定理由 

    令和７年９月２９日に都城市指定管理者候補者選定委員会において、書類審

査・面接審査をもとに、選定基準に基づいて総合的に審査・選考（総合得点方

式）を行った結果、以下の理由でＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブが指定

管理者として適正であると判断しました。 

  

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されること」 

・これまでの管理実績から管理運営方針について的確に理解されている。 

・平等利用の考えと、相談や苦情に対する適切かつ丁寧な対応について明示さ

れている。 

・利用者目線の具体的な対応と、人材育成による公共性と社会貢献性が評価で

きる。 

 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであるこ

と」 

・アンケート等で把握した利用者の要望に基づく利用者利便性向上の提案がな

されている。 

・地域との連携交流の企画が提案されており、利用者増に繋がることが期待で

きる。 
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・防災マニュアルを策定しており、緊急時の対応について明示されている。 

 

「選定基準３ 経済的な管理運営が図られ、経費配分が適正であること」 

・人件費について実態に即した提案がなされている。 

 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を

有していること」 

・十分な運営実績と経営改善への取り組みがあり、行政や各種団体との連絡調

整能力に期待できる。 

・有資格者を含む専門職員の配置が可能であり、また、有資格者計画は職員の

モチベーションアップも兼ねており、施設の効用及び市民サービスの向上が

期待できる。 

 

「選定基準５ 地域に貢献する取り組みが確保されていること」 

・本部が都城市内にあり、従業員のほとんどが都城市在住という地元密着型の

団体であり、積極的な地域雇用と具体的な地域貢献の提案がなされている。 

 

「選定基準６ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

・プロスポーツキャンプの地域経済や都城市の認知度への寄与等の意義につい

て理解されており、関係団体との連携構築から積極的な取組の提案がなされ

ている。 

 

 （４）選定委員会における主な意見 

  〈選定基準に関する事項〉 

   ・選定基準については、施設の特性を考慮し、利用の促進やサービス・利便性 

の維持向上、物的能力や人的能力に関する項目に重点的に配点を行った。 

   ・総合得点が最も高く、かつ最低制限基準（総合得点満点の６割）を超えた団 

体を指定管理者候補者として選定する。 

  〈指定申請書記載事項について〉 

   ・利用者の増加について具体的な目標設定をすることで、職員のモチベーショ

ン向上も図ることができていた。 
   ・相談や苦情への対応について、具体的な事例を踏まえた説明があった。 

 

 （５）選定結果 

    別紙のとおり 
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（別紙）選定結果 

選定基準 配点 

採点結果 

審査項目 

一人当

たり配

点 

審査内容 

ＮＰＯ法人

都城ぼんち

スポーツク

ラブ 

１．市民の平等な利用が確

保されること 
１８０ １３３ 

管理運営

方針等 
２０ 

当該公の施設の管理方針の考え方 

当該公の施設の設置目的の考え方 

申請団体の経営モラル 

環境に配慮した取組 

平等利用 １０ 
平等利用を確保するための提案 

相談や苦情等への対応 

２．事業計画の内容が施設

の効用を最大限に発揮する

ものであること 

３３０ ２２５．２ 

利用の促

進 
２１ 

住民ニーズに基づく利用者増についての提案 

利用者増のための広報・ＰＲ対策についての提案 

関係団体や地域住民との連携、交流についての提案 

サービス

・利便性

の向上 

３４ 

利用者サービスの向上に関する提案 

施設の維持管理、安全管理の的確な実施 

施設の設備、機能等の有効活用 

適切な利用料金の提案（利用料金案） 

災害時や避難所開設の対応 

３．経済的な管理運営が図

られ、経費配分が適正であ

ること 

１０８ ６７．４ 経費配分 １８ 

具体的な管理業務の効率化についての提案 

適正な経費配分の考え方についての提案 

適切で持続可能な人件費計画 
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４．事業計画に沿った管理

を安定的に行う物的能力及

び人的能力を有しているこ

と 

３９６ ２７７．８ 

物的能力 ２０ 

申請団体の財務状況 

類似施設の運営実績 

収支計画の積算根拠の明確性、実現可能性 

収支計画と事業計画との整合性 

人的能力 ４６ 

組織体制、勤務体制、責任体制 

利用団体の指導及び育成支援の提案 

拠点体育施設として関係団体等との連絡調整能力 

施設管理専門員及び体育指導専門員の配置 

職員の指導育成、研修体制の提案 

個人情報保護、情報公開、労働法令等についての認

識 

まちづくりへの熱意、申請団体（新規）の将来性、

地域団体や地域住民等との融合性、高齢者・障がい

者雇用への配慮、利用状況の把握 

５．地域に貢献する取り組

みが確保されていること 
９０ ７２ 地域貢献 １５ 

都城市内に本店を有しているか 

地域雇用の考え方 

地域に貢献する取組の提案 

６．その他、公の施設を管

理させるに当たり必要な基

準 

９６ ７６．８ 

公の施設

を管理す

るにあた

り必要な

基準・ア

ピールし

たいこと 

１６ 

施設活用による地域活性化の提案 

スポーツキャンプの重要性についての認識及び独

自性のある取組の提案 

合計 １，２００ ８５２．２  ２００  

〈参考〉提案金額(単位：千円) ８７，１１９千円（令和８年度） 

※書類審査・面接審査において委員１名が欠席したため、配点は出席委員６名分の合計１，２００点となっています。 

※提案金額をそのまま指定管理料として決定するものではなく、予算議案の提案を経て市議会の議決により決定するものです。 
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事 業 計 画 書 概 要 版 
 

 

１ 市民の平等な利用に関すること 

（１）管理運営基本方針 

ア 利用者目線に立ったサービス向上を図る。 

イ 安全・安心で快適な施設環境を提供する。 

ウ 条例・法令等を遵守し、適切な管理運営に努める。 

エ 公の施設であることを念頭に、公平・平等な管理運営を行う。 

オ 効果的かつ効率的な管理運営による経費節減に努める。 

カ 市民及びスポーツ団体等との連携を図る。 

キ 利用促進のための魅力的な事業を実施する。 

ク 利用者等の個人情報を厳重に管理する。 

（２）平等利用を確保 

ア 利用者への対応に常に注意を払い、トラブルやダブルブッキングを防止する。 

イ 業務マニュアルや利用申し込みルールを明確にする。 

ウ クラブのホームページ等で利用者募集や施設情報を積極的に発信する。 

エ 個人情報保護マニュアル等を整備し、個人情報保護管理責任者を配置する。 

オ 介添えや筆談によるコミュニケーションなど、高齢者や障碍者へ配慮する。 

カ 接遇マニュアルを整備し、相談や苦情等に迅速に対応する。 

 

２ 施設効用の発揮に関すること 

（１）利用の促進 

ア 利用者アンケート結果を反映し、定期的に教室プログラムの見直しを行う。 

イ １１３０運動を推進するため、健康づくりがテーマの「ニュースポーツ体験 

会」を実施する。 

ウ まちづくり協議会、自治公民館等とのネットワークを活かし、連携した広報・ 

ＰＲを実施する。 

エ スポーツキャンプや大会を通じて観光振興に寄与すべく都城観光協会や都城 

市スポーツコミッションと連携を強化する。 

（２）サービス・利便性の維持向上 

ア 大会やイベントにより、開館時間外の利用申請があった場合は、市と協議の 

上で柔軟に対応する。 

イ 緊急連絡網を整備し、初動対応を迅速に行える体制を整備する。 

ウ 利用者アンケートを毎月の課内会議等で共有し、サービスの向上に繋げる。 

 

３ 経済的な管理運営に関すること 

（１）経費配分 

ア 管理運営実績と経験をもとに管理業務の効率化を図り、各種システムや機器 

の導入による省力化を進める。 

イ 月次収支計画・実績表を基に、事業の現状を把握するとともに予算との対比 

を行う。 

ウ 月次で予算会議を開催し、現状と原因の分析を行う。 
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４ 安定的な施設の管理運営に関すること 

（１）物的能力 

ア 早水公園体育文化センター、都城運動公園、山之口運動公園の管理運営実 

績をもとに、利用者満足度の高い、安定的な管理運営に努める。 

（２）人的能力 

ア 施設管理専門員として、公認上級スポーツ施設管理士、公認スポーツ施設 

管理士、甲種防火管理者、乙種第４類危険物取扱者等を配置する。 

イ 体育指導専門員として、公認アシスタントマネージャー、スクエアステッ 

プ指導員やＺＵＭＢＡインストラクター等各種インストラクター、貯筋運 

動講習修了者等を配置する。 

 

５ 地域への貢献に関すること 

（１）地域貢献 

ア 平成１９年２月から都城市を拠点に活動しており、都城市高城に本部を設置。 

イ ほとんどの職員が都城市在住であり、地域雇用を最優先に継続的雇用に勤め 

る。 

ウ 子どもたちの人格形成に必要なルールを身につける取り組みや、生涯学習活 

動の支援、市民交流大会等を企画している。 

 

６ その他、公の施設を管理するに当たり必要な基準に関すること 

（１）公の施設を管理するにあたり必要な基準・アピールしたいこと 

ア キッズスポーツ教室や働き世代向けのイベント・プログラム、高齢者向けの 

健康寿命を伸ばすためのイベント・プログラムを実施し、健康長寿のまち「都 

城」を目指し、健康づくり・健康寿命を意識した運営・プログラムを提供す 

る。 

イ プロスポーツキャンプ及び合宿について、地域経済の活性化や都城の認知度 

向上に寄与していることを理解し、今後もキャンプ誘致を通じて「肉と焼酎 

のまち都城」を全国にアピールしていく。 

ウ 横浜ＦＣやアルビレックス新潟、ＦＣ東京、コベルコ神戸スティーラーズ等 

キャンプ誘致団体との交流をさらに深め、指導者派遣事業等を実施する。 
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申請団体名    ＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブ 
希望する施設名  高城運動公園野球場外１０施設 

 

主 要 業 務 実 績 

 

年 

度 
業 務 名 

（施設名称等） 
業  務  内  容 
（業務概要・発注者等） 

受注額（円） 

Ｒ４ 
指定管理 
（高城運動公園外３施設） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

38,177,000 

Ｒ４ 
指定管理 
（山之口運動公園及び佐土原市民

広場） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

9,400,000 

Ｒ４ 
指定管理 
（山之口運動公園芝生広場） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

2,420,000 

Ｒ４ 
指定管理 
（早水公園体育文化センター及び

都城運動公園） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

82,766,479 

Ｒ５ 
指定管理 
（高城運動公園外３施設） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

46,160,462 

Ｒ５ 
指定管理 
（早水公園体育文化センター） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

57,000,000 

Ｒ６ 
指定管理 
（高城運動公園外３施設） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

47,044,000 

Ｒ６ 
指定管理 
（早水公園体育文化センター） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

64,551,000 

 

（備考） 
※ 過去３年間の主要実績業務について記入してください。 

（同様の施設管理実績がある場合は、これを優先して記入してください。） 
※ 業務内容欄には、業務の概要、発注者等について可能な限り詳細に記入して 

ください。 

※ その他、申請団体の概要がわかる資料がある場合は、添付してください。 
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スポーツ部 スポーツ政策課 

 

早水公園体育文化センターアリーナ・文化施設外３施設指定管理者候補者選定

の概要 

 

 早水公園体育文化センターアリーナ・文化施設外３施設の指定管理者については、

次のとおり候補となる団体を公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和７年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    ＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブ 

 （２）代表者名 

    理事長 星原 透 

 （３）所在地 

    都城市高城町穂満坊２４９２番地 

 （４）設立年月日 

    平成１９年２月２８日（平成２２年１０月２９日ＮＰＯ法人格取得） 

 （５）従業員数 

    ２６名 

 （６）業務内容 

    ①各種スポーツ教室、スポーツサークルに関する事業 

    ②各種スポーツ大会、スポーツイベントに関する事業 

    ③各種スポーツ研修会、講習会の開催事業 

    ④スポーツ指導者の育成、派遣事業 

    ⑤スポーツ及び健康増進活動の企画、運営受託事業 

    ⑥主にスポーツに関する情報収集及び提供 

    ⑦公共スポーツ施設の管理委託業務 

    ⑧学術、文化、芸術の振興を図るための事業 

    ⑨その他、本法人の目的達成のために必要な事業 

 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（３年間） 
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３ 施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

早水公園体育文化センター 

（都城市早水町３８６７番地） 

アリーナ・文化施設 ６，６５１．３３㎡ 

 バレーボール３面 

バスケットボール２面 

サブアリーナ １，６１６．８２㎡ 

 バレーボール３面 

バスケットボール２面 

武道場 １，００９．１６㎡ 

 柔道６面 

剣道・空手４面 

バレーボール１面 

弓道場 ２，１９９．７７㎡ 

 近的弓道場１２人立 

遠的弓道場９人立 

多目的室 ３２６．７３㎡ 

 空手・剣道・レスリング

１面 

その他 駐車場、広場、園路等 

 

 （２）業務概要 

   ①施設の運営に関すること 

   ②施設の維持管理に関すること 

   ③施設の安全管理に関すること 

   ④報告業務 

 

４ 事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 
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５ 選定結果の概要 

 （１）公募の状況 

   ①申請団体数 

    ２団体 

   ②指定管理者候補者選定までの経過 

    令和７年５月２８日         第１回選定委員会開催 

令和７年６月１０日～        募集（広報都城６月号、 

令和７年７月１８日         市ホームページへの掲載）、 

申請書類受付 

    令和７年９月２９日         第２回選定委員会開催、 

書類審査・面接審査 

    令和７年１０月３日         選定結果報告 

 

 （２）都城市指定管理者候補者選定委員会委員構成 

     委員構成 人数 

有識者 

学識経験者      １人 

中小企業診断士      １人 

行政書士      １人 

社会保険労務士      １人 

施設利用者代表      １人 

市課長職      ２人 

 

 （３）選定理由 

    令和７年９月２９日に都城市指定管理者候補者選定委員会において、書類審

査・面接審査をもとに、選定基準に基づいて総合的に審査・選考（総合得点方

式）を行った結果、以下の理由でＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブが指定

管理者として適正であると判断しました。 

  

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されること」 

・平等利用について、利用調整会議等による、これまでの管理実績を踏まえた 
より具体的な提案と、他施設との連携による利用促進を図る提案がなされて 
いる。 

   ・利用者目線の具体的な対応と、人材育成による公共性と社会貢献性が評価で 
きる。 
 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであるこ

と」 

・施設の利用促進について、具体的な数値目標と施策が示されている。 

・地域の様々な団体との交流連携や、スポーツサークル活動への指導員派遣 
 等による地域住民との交流と施設の有効活用について提案がなされている。 

 

17



「選定基準３ 経済的な管理運営が図られ、経費配分が適正であること」 

・今後の最低賃金の上昇等を考慮した上で、実態に即した提案がなされている。 
 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を

有していること」 

・十分な運営実績と経営改善への取り組みがあり、行政や企業、各種団体との 
良好な連携関係を活かした安定的な施設運営が期待できる。 

・多くの有資格者を含む専門職員の配置が可能であり、職員研修も十分に実施 
されている。 
 

「選定基準５ 地域に貢献する取り組みが確保されていること」 

・本店が都城市内にあり、従業員のほとんどが都城市在住という地元密着型の 
団体であり、これまで築いてきたネットワークを活かした具体的な地域貢献 
の提案がなされている。 
 

「選定基準６ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

・国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会開催に向け、万全な運営体制 
等を考慮した提案がなされている。 

 

 （４）選定委員会における主な意見 

  〈選定基準に関する事項〉 

   ・選定基準については、施設の特性を考慮し、利用の促進やサービス・利便性 

の維持向上、物的能力や人的能力に関する項目に重点的に配点を行った。 

   ・総合得点が最も高く、かつ最低制限基準（総合得点満点の６割）を超えた団 

体を指定管理者候補者として選定する。 

  〈指定申請書記載事項について〉 

   ・候補者からの提案である地域住民や競技団体との連携・交流、利用者サービ 

スの向上については、施設の利用者の増加等が見込まれ、期待される内容で 

あった。 

   ・管理体制についても、安定的な運営が期待できる提案である。 

 

 （５）選定結果 

    別紙のとおり 
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（別紙）選定結果 

選定基準 配点 

採点結果 

審査 

項目 

一人 

当たり 

配点 

審査内容 
団体Ａ 

ＮＰＯ法人

都城ぼんち

スポーツ 

クラブ 

１．市民の平

等な利用が確

保されること 

１８０ １１９ １３２ 

管理運営

方針等 
２０ 

当該公の施設の管理方針の考え方 

当該公の施設の設置目的の考え方 

申請団体の経営モラル 

環境に配慮した取組 

平等利用 １０ 
平等利用を確保するための提案 

相談や苦情等への対応 

２．事業計画

の内容が施設

の効用を最大

限に発揮する

ものであるこ

と 

３３０ １９９．４ ２３０．２ 

利用の促

進 
２１ 

住民ニーズに基づく利用者増についての提案 

利用者増のための広報・ＰＲ対策についての提案 

関係団体や地域住民との連携、交流についての提

案 

サービ

ス・利便

性の維持

向上 

３４ 

利用者サービスの向上に関する提案 

施設の維持管理、安全管理の的確な実施 

施設の設備、機能等の有効活用 

適切な利用料金の提案（利用料金案） 

災害時や避難所開設の対応 

３．経済的な

管理運営が図

られ、経費配

分が適正であ

ること 

１０８ ６４ ７２ 経費配分 １８ 

具体的な管理業務の効率化についての提案 

適正な経費配分の考え方についての提案 

適切で持続可能な人件費計画 
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４．事業計画

に沿った管理

を安定的に行

う物的能力及

び人的能力を

有しているこ

と 

３９６ ２４８．２ ２７３．６ 

物的能力 ２０ 

申請団体の財務状況 

類似施設の運営実績 

収支計画の積算根拠の明確性、実現可能性 

収支計画と事業計画との整合性 

人的能力 ４６ 

組織体制、勤務体制、責任体制 

利用団体の指導及び育成支援の提案 

拠点体育施設として関係団体等との連絡調整能力 

施設管理専門員及び体育指導専門員の配置 

職員の指導育成、研修体制及び接遇向上の提案 

個人情報保護、情報公開及び労働法令等について

の認識 

まちづくりへの熱意、申請団体（新規）の将来性、

地域団体や地域住民等との融合性、高齢者・障が

い者雇用への配慮、利用状況の把握 

５．地域に貢

献する取り組

みが確保され

ていること 

９０ ５７ ７３ 地域貢献 １５ 

都城市内に本店を有しているか 

地域雇用の考え方 

地域に貢献する取組の提案 

６．その他、

公の施設を管

理させるに当

たり必要な基

準 

９６ ６０．８ ７３．６ 

地域活性

化の企

画・提案 

８ 施設活用による地域活性化の提案 

国スポ・障

スポ会場と

しての運営 
８ 

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会会

場としての適切な管理運営計画 

合計 １，２００ ７４８．４ ８５４．４  ２００  

〈参考〉提案金額(単位：千円) ７８，６００ ８２，６５７ （令和８年度） 

※書類審査・面接審査において委員１名が欠席したため、配点は出席委員６名分の合計１，２００点となっています。 

※提案金額をそのまま指定管理料として決定するものではなく、予算議案の提案を経て市議会の議決により決定するものです。 
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事 業 計 画 書 概 要 版 
 

 

１ 市民の平等な利用に関すること 

（１）管理運営基本方針 

ア 利用者目線に立ったサービスの向上を図る。 

イ 安全・安心を確保し、快適な施設環境を提供する。 

ウ 条例・法令等を遵守し、適切な管理運営に努める。 

エ 公の施設であることを念頭に、公平・平等な管理運営を行う。 

オ 効果的かつ効率的な管理運営による経費節減に努める。 

カ 市民及びスポーツ団体等との連携を図る。 

キ 利用促進のための魅力的な事業を実施する。 

ク 利用者等の個人情報を厳重に管理する。 

（２）平等利用 

ア 貸出利用調整会議等により、公平な利用者決定方法を講じる。 

イ 業務マニュアルや利用申込ルールを明確にし、周知徹底する。 

ウ クラブのホームページ等で利用者募集や施設情報を積極的に発信する。 

エ 介添えや筆談等、高齢者や障がい者へ配慮した接遇を心がける。 

オ 接遇マニュアルを整備し、相談や苦情等に迅速かつ的確に対応する。 

 

２ 施設効用の発揮に関すること 

（１）利用の促進 

ア 利用者満足度調査結果の業務反映と、定期的な教室プログラムの見直しを 

行う。 

イ 各種競技団体と連携した大会を主催し、競技力向上と競技人口拡大を図る｡ 

ウ まちづくり協議会や自治公民館、体育協会や学校等とのネットワークを活 

かし、連携した広報・ＰＲ活動を行う。 

エ スポーツキャンプや大会等を通じて観光振興に寄与すべく、都城観光協会 

や都城市スポーツコミッションとの連携を強化する。 

（２）サービス・利便性の維持向上 

ア 合宿や大会、イベントでの休館日や開館時間外の利用申請があった場合 

は、市と協議の上で柔軟に対応する。 

イ 施設・設備管理業務において必要な知識及び技術を有するものを配置し、 

資格を要する業務は有資格者の配置もしくは専門業者への委託により適切 

に対応する。 

ウ 施設の特性を活かしたスポーツ教室、スポーツサークル活動、イベント活 

動等の自主事業を実施する。 
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３ 経済的な管理運営に関すること 

（１）経費配分 

ア 安全確保のための日常点検や修繕、利用促進に向けたサービス向上、これ 

らを担保する人件費の確保に重点的に経費配分する。 

イ 施設全体でのエネルギー使用実績を見える化し、類似施設との比較による 

コスト分析評価から経費削減策を講じる。 

ウ 収支管理を部門施設毎、月毎に行うことで指定管理料を適切に配分し、収 

支バランスやコスト削減効果を見ながら経営の安定化を図る。 

 

４ 安定的な施設の管理運営に関すること 

（１）物的能力 

ア 高城運動公園外３施設、都城運動公園、山之口運動公園の管理運営実績を 

もとに、利用者満足度の高い、安定的な管理運営に努める。 

（２）人的能力 

ア 施設管理専門員として、公認上級スポーツ施設管理士、公認スポーツ施設 

管理士、甲種防火管理者、乙種第４類危険物取扱者等を配置する。 

イ 体育指導専門員として、公認アシスタントマネージャー、スクエアステッ 

プ指導員や各種インストラクター、貯筋運動講習修了者等を配置する。 

ウ 人権研修や接遇研修、スキルアップのための専門研修等、職員研修を体系 

的に実施し、人材育成に取り組む。 

 

５ 地域への貢献に関すること 

（１）地域貢献 

ア 都城市を拠点に活動する総合型地域スポーツクラブとして、地域雇用を最 

優先に、継続的な雇用に努める。 

イ 子どもたちの成長や生涯学習活動の支援、市民交流大会の企画等、築いて 

きたネットワークを活かし様々な事業を展開する。 

ウ スポーツキャンプや合宿の誘致により地域経済の活性化と市の認知度向上 

に寄与する。 

 

６ その他、公の施設を管理するに当たり必要な基準に関すること 

（１）地域活性化の企画・提案 

ア 健康長寿のまち「都城」を目指し、子どもから働き世代、高齢者まで、市 

民一人ひとりが健やかに生活するための健康づくりと健康寿命を意識した 

運営・プログラムを提供する。 

（２）国スポ・障スポ会場としての運営 

ア 施設の安全管理や器具の点検等を徹底し、不測事態には全職員が一丸とな 

って対応する。市や主催団体等と連携を強化し、円滑な大会運営をサポー 

トする。 
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申請団体名    ＮＰＯ法人都城ぼんちスポーツクラブ 
希望する施設名  早水公園体育文化センターアリーナ・文化施設外３施設 

 

主 要 業 務 実 績 

 

年 

度 
業 務 名 

（施設名称等） 
業  務  内  容 
（業務概要・発注者等） 

受注額（円） 

Ｒ４ 
指定管理 
（高城運動公園外３施設） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

38,177,000 

Ｒ４ 
指定管理 
（山之口運動公園及び佐土原市民

広場） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

9,400,000 

Ｒ４ 
指定管理 
（山之口運動公園芝生広場） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

2,420,000 

Ｒ４ 
指定管理 
（早水公園体育文化センター及び

都城運動公園） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

82,766,479 

Ｒ５ 
指定管理 
（高城運動公園外３施設） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

46,160,462 

Ｒ５ 
指定管理 
（早水公園体育文化センター） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

57,000,000 

Ｒ６ 
指定管理 
（高城運動公園外３施設） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

47,044,000 

Ｒ６ 
指定管理 
（早水公園体育文化センター） 

施設管理 
（都城市スポーツ政策課） 

64,551,000 

 

（備考） 
※ 過去３年間の主要実績業務について記入してください。 

（同様の施設管理実績がある場合は、これを優先して記入してください。） 
※ 業務内容欄には、業務の概要、発注者等について可能な限り詳細に記入して 

ください。 

※ その他、申請団体の概要がわかる資料がある場合は、添付してください。 
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商工部 商工政策課 

 

都城市カンガエールプラザ指定管理者候補者選定の概要 

 

 都城市カンガエールプラザの指定管理者については、次のとおり候補となる団体を

非公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和７年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    職業訓練法人都城地域職業訓練協会 

 （２）代表者名 

    会長 田中 徹 

 （３）所在地 

    都城市年見町１３号１１番地 

 （４）設立年月日 

    昭和４５年３月２７日 

 （５）従業員数 

    ２８名（常勤６名、非常勤２２名） 

 （６）業務内容 

   ①会員の雇用する労働者に対する認定職業訓練を行う。 

   ②求職者に対する認定職業訓練を行う。 

   ③都城地域高等職業訓練校の施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用

させ又は、委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行う。 

   ④職業訓練に関する情報及び資料の提供を行う。 

   ⑤職業訓練に関する調査及び研究の提供を行う。 

   ⑥職業紹介事業を行う。 

   ⑦他、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行う。 

 

２ 指定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（３年間） 
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３ 施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市カンガエールプラザ 

（都城市年見町１４号１番地） 

 敷地面積：５，０４３．１８㎡ 

 延床面積：２，３７８．１９㎡ 

（管理棟、実習棟、倉庫、宿舎、 

自転車置場 等） 

    ※カンガエール別棟１は対象から除く 

 

 （２）業務概要 

   ①本市の産業の発展・振興、また勤労者の人材育成や技術研鑽・能力開発、さ

らに将来の産業界を担う子どもたちの発想力と創造力の育成を目的とした

団体活動や起業者の支援に関すること 

   ②施設利用に関すること 

   ③施設の維持及び修繕に関すること 

   ④その他施設等の管理及び運営に関すること 

   ⑤適格請求書（インボイス）の交付に関すること 

 

４ 事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５ 選定結果 

 （１）非公募により候補者を選定した理由 

    職業訓練法人都城地域職業訓練協会は、職業能力開発促進法に基づく認定職

業訓練や職業紹介事業等を実施しており、産業人材の育成に特化した豊富な実

績とノウハウを蓄積している。また、都城市カンガエールプラザ開設時から継

続して指定管理者として施設運営を担ってきた実績を有する。 

これらのことから、同協会は本施設の設置目的である「産業の発展を担う人

材を育てること」に関する専門的かつ高度な技術、ノウハウ等を有する団体で

あり、当該事業者を非公募により候補者とすることが適切な管理運営に資する

と考える。 

 

 （２）申請書類の審査結果 

  ・市民の平等な利用の確保について 

    市民の利用ニーズを把握するための利用者アンケート実施や、様々な広報媒

体を活用した情報発信、相談や苦情等への迅速かつ誠実な対応が提案されてお

り、高く評価できる。 

 

30



  ・施設の効用の最大限の発揮について 

    利用促進を図るためのホームページやＳＮＳを活用した周知、サービスや利

便性向上のための施設利用案内書の作成、空き室・空き時間・備品等を活用し

た人材育成や能力開発等の有効活用が提案されており、高く評価できる。 

 

  ・経済的な管理運営と適正な経費配分について 

    隣接する都城市職業訓練センターの管理運営を受託していることにより、施

設運営に係る効率的な職員配置や、職員・訓練生による施設の清掃が提案され

ており、施設管理に係る委託料等の縮減が期待できる。 

 

  ・地域に貢献する取組の確保について 

    職員の新規採用の際は優先的に地元雇用を行い、高齢者・障がい者雇用につ

いても取り組むほか、災害時の敷地開放や施設周辺の環境美化活動が提案され

ており、高く評価できる。 

 

  ・管理運営能力について 

    組織基盤、財務状況も安定しており、都城市カンガエールプラザを開設時か

ら継続して管理してきた実績を有するため、高く評価できる。 
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事 業 計 画 書 概 要 版 
 

 

１ 市民の平等な利用に関すること 

（１）管理運営方針等 

  ア 雇用の安定・拡大のための職業能力開発に関する情報収集・技術研鑽・支 

    援 

  イ 心豊かで元気ある市民育成・夢みる力を持つ子供たちの育成・育成団体の 

支援 

  ウ 隣接している都城市職業訓練センターの施設管理運営による効率的な経費 

節減 

  エ 都城市カンガエールプラザと都城市職業訓練センターの両施設の管理によ 

る運営の相乗効果 

  オ 利用者のニーズにあった魅力あるサービスの提供 

  カ 安心・安全で快適な施設の管理運営、近隣住民に対する適切な対応 

（２）平等利用の確保 

  ア 高齢者や障がい者等への配慮ある対応の実施 

  イ 商工政策課を含めた定期的な運営協力会議の実施 

  ウ サービス向上と改善のために利用者からアンケート調査などの情報収集の 

実施 

  エ 市の広報紙・回覧等によるＰＲ 

  オ 利用者への接遇の公平さを保つため職員の接遇研修の実施 

（３）相談や苦情等への対応 

  ア 相談や苦情に対して、誠意を持って迅速に対応 

  イ 関連行政機関同席のもと相談者との協議、改善の実施 

  ウ 都城地域職業訓練協会のホームページを通じてのカンガエールプラザにつ 

いてのお問合せ・相談・苦情等の受付を行い、必要に応じて改善点の周知 

 

２ 施設効用の発揮に関すること 

（１）サービス・利便性の維持向上 

  ア 施設利用案内書（利用時間・施設設備・利用料金等）作成 

  イ 定期的消防設備点検 

  ウ 管理運営状況報告書の提出 

（２）利用者を増やすための工夫 

  ア パンフレット・チラシ類等ＰＲツールを作成・設置 

  イ 都城地域職業訓練協会のホームページを通じてのＰＲ 

  ウ 都城市各種加盟団体等へのＰＲ 

  エ ＳＮＳの活用（Ｘやインスタグラムによる情報発信） 

（３）施設設備・機能等の有効活用について 

ア 空き室・空き時間・備品等を活用して人材育成や能力開発等の為の有効活 

用を図る。 
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３ 経済的な管理運営に関すること 

（１）経費配分等 

  ア 隣接施設管理運営による経費節減 

  イ 過去５年間の支出実績データを基にした経費配分を行う。 

  ウ 地域別最低賃金の改定に合わせて規定を見直し、継続的な人材確保や適切 

な人件費の支出に努める。 

  エ 職員・訓練生・利用者の協力による清掃分担 

 

４ 安定的な施設の管理運営に関すること 

（１）類似施設の管理実績 

  ア 平成１８年より都城市職業訓練センターを指定管理者として管理運営。 

（２）人的能力 

  ア 利用団体等との運営会議の実施及び意見交換会を随時実施 

  イ 県労働政策課及び能力開発協会主催の認定職業訓練団体会議、事務担当者 

会議、講師研修及び能力開発推進者研修等への参加 

  ウ 地域の公民館等と連携を図りながら施設の設備や機能を活用し、親子工作

教室の開催等、ものづくりを通して地域団体や地域住民との融和性に努め

る。 

 

５ 地域への貢献に関すること 

（１）地域貢献の取組 

  ア 職員の新規採用の必要性が発生した場合は、地元雇用を優先的に行う。 

  イ 嘱託職員、臨時職員、パートの雇用については、地元の高齢者や障がい者

の雇用を優先的に図っていく。 

  ウ 災害時等には、近隣の住民に施設や駐車場を開放する。 

  エ 施設外の草刈り等の清掃作業を行い、地域の環境美化に努める。 

 

６ その他、公の施設を管理するにあたり必要な基準に関すること 

（１）市の産業発展、人材育成等に対する考え、取組 

  ア 労働者に対する認定職業訓練の実施 

  イ 求職者に対する求職者支援職業訓練の実施 

  ウ 職業紹介事業の実施 

  エ 職業能力の開発の促進に関し必要業務を行う。 

（２）老朽化した当施設の現状を踏まえた経費節減の取組 

  ア 施設内の安全・異常を確認するために職員による施設内巡回を毎日定期的

に実施し、その結果を業務日誌に点検記録として管理する。速やかに軽微

な修繕に対応することにより、修繕費等の経費節減に取り組む。 

  イ 施設利用者に省エネ活動などへの協力を依頼し、光熱水費や消耗品費等の

経費節減に取り組む。 

  ウ 屋外の花壇等の植栽・剪定・室内の清掃、整理整頓、美化衛生面において

も、利用者から好感を持っていただける活気ある施設の管理運営を行う。 
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スポーツ部 スポーツ政策課 

 

山之口運動公園陸上競技場外９施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 山之口運動公園陸上競技場外９施設の指定管理者については、次のとおり候補とな

る団体を非公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和７年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    一般社団法人都城市スポーツコミッション 

 （２）代表者名 

    理事長 池田 宜永 

 （３）所在地 

    都城市中町１７街区２号 

 （４）設立年月日 

    令和４年４月１日 

 （５）従業員数 

    ５１名 

 （６）業務内容 

   ①スポーツ関連団体等の連携強化に関する事業 

②スポーツイベント等の実施に関する事業 

③スポーツイベント等の運営支援に関する事業 

④スポーツキャンプ等の誘致に関する事業 

⑤スポーツビジネスの創出に関する事業 

⑥市民のスポーツ参画誘導に関する事業 

⑦スポーツ拠点施設等の管理運営に関する事業 

⑧その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２．指定期間 

  令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日（３年間） 
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３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市山之口運動公園 

（都城市山之口町花木２３８１番地

４） 

陸上競技場 

 

２１，１６０㎡ 

第３種公認競技場４００ｍ 

多目的広場 

 

１５，５４０㎡ 

サッカー１面 

野球１面 

体育館 

 

１，６２５．２１㎡ 

バレーボール２面 

芝生広場 ６，４００㎡ 

その他 

 

ジョギング走路、遊具、調整池、

駐車場、トイレ棟、休憩棟 等 

都城市都城運動公園 

（都城市妻ケ丘町４１街区及び４２

街区） 

庭球場 

 

砂入り人工芝１６面 

管理棟 

陸上競技場 第４種ライト公認競技場 

４００ｍ 

野球場 

 

両翼９９ｍ 

センター１２２ｍ 

屋内競技場 

 

４，４６４㎡ 

野球１面 

フットサル１面 

サブグラウ

ンド 

３，７６０㎡ 

投球練習場 ７２３㎡、６人立ち 

その他 

  

管理棟、駐車場、遊具（Ｒ８.２

月完成予定） 

 

 （２）業務概要 

①施設の運営に関すること 

②施設の維持管理に関すること 

③施設の安全管理に関すること 

④報告業務 

 

４．事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 
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５．選定結果の概要 

 （１）非公募により候補者を選定した理由 

本市は、スポーツ交流人口の拡大を図ること等スポーツによる地域活性化

を目指し施策を実施している。この施策を積極的に実施するため、令和４年

に一般社団法人都城市スポーツコミッションを設立した。 

スポーツ拠点施設を活用した市の施策を実施するため、上記事業者を非公

募により候補者とすることにより連携強化が図れると考える。 

  また、当団体は令和５年４月から山之口運動公園及び都城運動公園の指定

管理を行っていることに加え、宮崎県有施設の指定管理者であることから、

一体的な管理を行うことで、効率的な管理運営、質の高いサービスの提供を

実施することができると考える。 

 

 （２）申請書類の審査結果 

    各選定基準について、以下の理由から、一般社団法人都城市スポーツコミッ

ションが指定管理者として適正であると判断しました。 

  

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されること」 

・公正公平な利用が担保されている点が優れていること。 

 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること」 

・適切な利用者のニーズ把握や関係団体と連携したサービス向上の提案がなされ

ていること。 

 

「選定基準３ 経済的な管理運営が図られ、経費配分が適正であること」 

・適正な経費配分、経費節減の考え方の提案がなされていること。 

 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有

していること」 

・組織基盤、財務状況も安定しており、業務実績もあること。 

 

「選定基準５ 地域に貢献する取り組みが確保されていること」 

・複数視点からの地域活性化の取組みや地域貢献の提案がなされていること。 

 

「選定基準６ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

・国スポ大会を見据えた万全な管理体制に加え、大会終了後、レガシー継承事業

の実施による施設利活用促進が期待できること。 
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事業計画書概要版 

 

 （１）市民の平等な利用に関すること 

   〇申請団体が有する柔軟な運営体制と幅広いネットワークを活かし、５つの基

本方針に基づき、市民の平等利用の確保や相談要望等への適切な対応に努め

る。 

   【基本方針】 

・公平性と平等性の確保 

・施設の価値最大化と未来への投資 

・経済的視点と自立的運営 

・「安全・安心・快適」を軸とした安定運営 

・地域とともに成長する施設運営 

 

 （２）施設効用の発揮に関すること 

   〇利用者ニーズを的確に把握し、サービスや利便性向上を目的とした広報ＰＲ

や各種事業を実施する。 

   【実施予定事業（抜粋）】 

※スポーツをする・観る・支えるの視点から各種事業を展開 

   ・スポーツキャンプ・大会等誘致事業 

   ・競技スポーツ強化促進事業 

   ・公園見学ツアー 

   ・スポーツ用品譲渡会 

   ・各種健康教室、スポーツ教室 

   ・フードパートナー事業 

   〇また、安心安全の拠点としての観点から、適切な災害対応や避難所運営体制

の構築に努める。 

 

 （３）経済的な管理運営に関すること 

   〇日常管理業務の効率化を図るため、業務フローの継続的な改善、人的配置の

最適化、維持管理の効率化に努める。 

   【具体的な取組】 

   ・ペーパーレス、電子決裁等のデジタル化を推進 

   ・利用スケジュールや業務量に応じたシフト調整及び適正配置 

   〇費用対効果を意識しながら光熱水費や修繕費を削減しつつ、利用者サービス

や安全確保に必要な投資を行う。 
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（４）安定的な施設の管理運営に関すること 

   〇類似施設管理運営実績に基づく確実な収支計画の策定を行い、管理運営計画

全体の実効性と持続可能性を確保する。 

【類似施設の管理実績】 

   ・令和５年４月～ 山之口運動公園及び都城運動公園の管理運営受託 

   ・令和７年４月～ 宮崎県山之口陸上競技場及び投てき練習場の管理運営受託 

   〇応募施設を一括して管理する体制を整えるとともに、既に申請団体が、山之

口運動公園内に整備された県所管施設の管理業務を受託している強みを活

かし、市・県双方との連携を含めた広域的かつ柔軟な人員運用を行う。 

 

 （５）地域貢献に関すること 

〇地域における雇用機会の創出と人材育成、施設維持管理や各種業務において

は地元業者の活用を推進し、地域経済の循環と発展に寄与する。 

〇高齢者や障がい者を含む多様な人々の社会参加、青少年の健全育成、環境配

慮をはじめとする持続可能な取組を推進し、地域住民の暮らしに還元する。 

【具体的な取組】 

・スポーツボランティアの育成 

・幅広い方を対象とした軽運動プログラムや健康教室の実施 

・植樹植栽活動や芝生保全活動について、地域住民や学校と連携して実施 

 

 （６）その他、公の施設を管理するに当たり必要な基準に関すること 

●国スポ・障スポ大会開催準備から終了後について 

〇国スポ・障スポ大会に必要な水準を満たすため、施設の改修・整備を計画的

に進め、安全で快適な環境を提供する。 

〇また、関係団体と連携し、大会運営を支える体制を整備するとともに、機運

醸成を企図したＰＲ等も積極的に実施する。 

〇大会終了後については、施設の高度化、人材やネットワークの蓄積、開催地

としての地域ブランド形成を３本柱として、長期的な施設の発展につなげる。 

●県施設との一体管理 

〇申請団体が一体管理を行うことで、管理主体の違いによる様々な課題を解消

し、利用者にとって利便性の高い環境を構築する。 

【具体的な取組】 

・様式、手続き等の統一 

・市県の枠を超えた合同イベント、合宿の誘致 

・物品の一括購入や共同利用など維持管理業務の統一化 

・利用者の総括窓口として、市県との調整を実施 

・災害時における公園全体のマニュアル等の整備、運用 
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